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カン トは 『純粋理性批判』の中で,"世 界は

始 まりを持つこと,私 という思惟す る自己は

単一であ りそれゆえ分解できない性質のもの

であること,こ の自己は同時に意志的行為に

おいて 自由であ り自然の強制から免れている

こと…このことは道徳 と宗教の;礎石(Grund-

steine)で ある"1)と述べている。"世 界は始 ま

りを持つ"こ とでは先験的自由が,"自 己の意

志的行為"で は実践的自由が問題 となる。こ

の両者の自由は本論で検討されることになる

が,以 上の引用においてカン トは,道 徳 なら

びに宗教 を考察する上において,自 由の概念

は最 も根底的なものであることを主張してい

るのである。本論では,カ ン トにおける道徳

論ならびに宗教論の基礎的研究 として自由の

概念 を検討す る。

1

カン トは,理 性 を理論理性 と実践理性 とに

区分する。 自由に関 しては,ま ず理論理性の.

課題 として取 り上げられ,次 に実践理性の脈

絡の中で論ぜ られる。理論理性の観点からは,

単に理念的 ・抽象的観念に止 まる自由は,実

践理性において,人 間精神にとっての現実的

な意義づけがなされるのである。

カン トは 『純粋理性批判』において,理 性

の認識活動についての壮大な構図を描いた。

そこでは,感 官によって生 じた感性界が悟性

におけるカテゴリーによって綜合され,認 識

が形成される。 しかるに,悟 性によって形成

された認識は,更 に理性によってまとめられ

拡大 される。"悟性は原則による現象の統一の

能力であるが,理 性は原理 による悟性概念の

統一の能力 である。"2)とされ,"純 粋理性は,

条件づ けられたものの側の絶対的統一をその

意図として持つ"3)のである。条件づけられた

ものとは悟性によって認識 された経験界であ

る。悟性は,常 に経験の範囲にその認識の守

備範囲を持つのであるが,理 性の活動は経験

界を超 えて行 く。われわれ人間の中には経験

の範囲を超え経験全体 を統一するものを求め

るいわば理性的要求たるものがある。カン ト

はこのような理性の超越を超越的(transzen-

dent)と してカテゴ リーの形而上学的性格た

る先験的(traszendental)と 区別 している。4)

『純粋理性批判』の役割は
,理 性が経験の範囲

を超 えわれわれの知識(認 識)と な り得 ない

世界へ とつ き進む有様を見て,わ れわれの知

識の限界を明確にすることにあった。 このよ

うな意味で理性の批判(Kritik)な のである。

理性の超越的活動にかかわるもの として,

理念(Idee)に ついて述べねばならない。カン

トは,"さ て,純 粋概念は全て表象の綜合的統

一にかかわ り
,純 粋理性の概念(先 験的理念)

は,制 約 されたものの無条件的綜合的統一に

かかわる"5)とす る。すなわち,理 性は,経 験

界に統一 を与えようとして無条件的制約者を

求めようとするが,こ こに無条件的制約者 と

しての理念が生ずるのである。カン トは,理

性推論の三方式,す なわち定言的 ・仮言的 ・

選言的推論に相応して,思 惟す る主観 ・世界・

神 という理念を立てる。本論では,思 惟主観

と神 に関しては触れず,自 由の概念 と関連す

るところの世界の理念についてのみ考察する
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ことにする。

カントは,世 界は"全ての現象(Erscheinur卜

gen)の 総体である。"6)とする。われわれに現

われるところの現象全体の概念,こ れが世界

(Welt)と いう理念である。われわれの経験は

限られているが,わ れわれに現われる経験に

おける現象 を含めたまとまった全体 としての

概念が世界の理念である。理念は経験 を超越

している。理念は,ま さしく経験を超越 して

いる故,わ れわれはそれを把握することがで

きない。世界という全体 を考 えて も,世 界の

中に存在するわれわれはどうしてそれを把握

することができるであろうか。理念は理性が

差 出したところの仮象であ り,経 験 を超越す

る ゆ え先 験 的 仮 象(dertranszendentale

Schein)7)で ある。

ところで現象は,量 ・質 ・関係 ・様相の四

つの観点から考えることができるとされ る。

この四つの分類は,カ テゴリー を導出す る時

の基本であり,そ れぞれに三つの判断の形式

が考 えられて12の カテゴリーが生ずる。理念

としての世界は,こ れら四つの観点か らも把

握 され得ないのは勿論のことである。時間と

空間 とにかかわる量 と質に関しては,時 間 ・

空間的に絶対的全体が求め られるが,時 間 ・

空間的に時間 ・空間の全体 を把握す ることは

で きないこ とは明 らか であ る。8)一方関係

(Relation)の 観点か ら世界の理念が観 られる

とき因果関係における絶対的無条件者が求め

られるとする。すなわち,現 象には因果関係

の連鎖が存在するが,世 界を一つのまとまり

と考えるとき無限に連鎖 を遡ることはで きな

い。理性は統一を要求する。理性は,"も し条

件づけられたものが存在するならば,条 件の

全体的総和 も存在す る。それ故に,絶 対的無

条件的なものが存在 し,そ れによって条件づ

けられた ものが可能になるのである。"9)とい

う原則に従 うとされるのである。"仮言的理性

推論において与えられた条件づけられたもの

の系列 におけ る絶 対的 に無条件 的 な もの

(Schlechthinunbedingte)の 理 念 が 生 ず

る。"10)ともされる。そして"生 起す るものの

条件は原因とよばれ,現 象におけ る原因の無

条件的原因を自由と呼ぶ。"11)すなわち,因 果

系列の無条件的なるものは自由(Freiheit)な

のである。世界の理念に関して量 と質の観点

か ら考察 した時には何等の意味 も見出すこと

はできなかった。 しかし,関 係の観点か ら考

察す るとき自由なる原因が考えられて くるの

である。

すなわち自由は,世 界を一つの統一体 とし

て考えようとす る理性の要求か ら生 じたもの

である。因果関係の連鎖が無限に続 くところ

には,統 一的全体 を考 えることはできない。

そこで絶対的始源が要求される。これは,そ

の前に規定的関係がないところの 自由な始源

でなければならない。カン トはこのように,

いわば理論理性の要求か ら生 じた自由を先験

的自由(transzendentaleFreiheit)と ロ乎んで

いる。"このように して次のような原因が考え

られねばならない。すなわち,そ の原因は他

の先行する原因により必然的法則によって更

に規定 されることな く,自 然法則に従 う一連

の現象 を自か ら始め るところの絶対的自発性

(eineabsoluteSpontaneitat)で ある。 した

.が ってそれは,先 験的自由であ り,こ の 自由

なしには,自 然の運行における現象の系列は,

その原因性に関 して決 っして完結することは

ないのである"12)

自由は,経 験界を超越 した理念である故,

原因 としての自由は経験界 を超出 している。

しかしカン トは,自 由なる原因の結果 を現象

界に置いているのである。カン トは自由なる

原因は可想界(intelligibleWelt)に あるとす

る。可想界は,物 自体(Dingansich)の 領

域であり経験的認識の全 く及ぶ ところではな

い。カン トにおける可想界は何 を意味するか

とい うことは,大 きな課題である。何故にご
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の ように不可解で神秘的な領域 を設定 しなけ

ねばならなかったのだろうか。 自由はそもそ

も不可解 で神秘的な存在であるというのか。

可想界には 自由のみが属するのではない。 し

か し今は自由について論 じているので,可 想

界それ 自体の論究は避けたい。カントは,可

想界 と現象界 とにまたがって因果の関係 を考

えている。"可 想界的原因ならびに原因性は,

現象の系列の外にある。それに反 して可想的

原因性の結果は経験的制約の系列の中に生ず

る。結果は,可 想的原因の観点か らは自由で

あ り,現 象の観点からすれば,自 然必然性に

従 った現象か らの結果 とみなされ るのであ

る。"13)理論理性は,現 象の綜括として先験的

自由とい う理念 を要求した。 しかし自由の所

在たる可想界 という新たな領域が想定されて

いる。因果のカテゴリーは,現 象界という本

来的に適用 され るべ き領域を踏み出し,可 想

界 と現象界にまたがって適用されている。 自

由の概念は,単 なる思弁の所産 というよりは,

カン ト自身による世界観の中に組み込 まれて

いるといってよいのではないか。 しか しその

世界観の妥当性は,自 由がいかにそこで意味

づ けられるかにかかっていると思われ る。

2

『純粋理性批判』のにおける自由は以上見

たように可想界に属するものと考 えられてい

る。可想界における自由を原因として経験界

に結果が生ずるとされているが,こ の関係は

経験:界における因果関係の連鎖に終止符を打

ち世界にまとまりを持たせ るための論理的要

請である。ここでの自由はいまだ理論的想定

の枠 を出ていない。しか し"自 由は道徳 と宗

教の礎石 である"と い う発言は,世 界 という

理念に関しての議論の際に言われていること

であり,す でに 『純粋理性批判』において道

徳 との関連の上に自由が問題にされていると

言ってよい。自由に関しての実践的 ・道徳的

9

観点からの論議はすでに 『倫理学的講義』に

み られるが 『道徳形而上学原論』を経て,『 実

践理性批判』に至って本格化 されて行 く。

『実践理i生批判』における実践的(prak -

tisch)と は何を意味するのであろうか。カン

トによると認識的 と実践的 とは次のように区

別 され る。"私は,理 論的認識 と実践的認識 を

次のように説明することで満足す る。すなわ

ち,理 論的認識 とは存在す る ところの もの

(wasdaist)を 認識するものであ り,実 践的

認識 とは存在すべきもの(wasdaseinso11)

を表象す るものである。"14)すなわち実践的 と

は,当 為にかかわる行為すなわち道徳的行為

に外な らない。15)われわれは,現 象に関して認

識活動を行 うと同時に,人 間関係において道

徳的実践活動 を行 う。認識活動 と実践活動は

次元が異なる。 しかし両者は,水 と油のよう

に相反する領域ではない。 自由が両者の共通

項 となっているのであ り,理 論理性 と実践理

性の橋渡 しをす るのである。そして,理 論的

に先験的自由 として取 り上 げられた自由は,

実践的脈絡の中においてその実在性 と意味が

確立されて行 くのである。

まず実践的脈絡の中でいかにして自由が問

題 となるかが明らかにされねばならない。人

間の行為が全て自然的必然的な因果関係によ

って規定されているとすれば道徳的行為は成

立 し得 ない。カン トは次のように言 う。"私が

盗み を働 いた人に対してこの行為 は因果性の

自然的法則に従った先行す る時間の規定根拠

から生 じた必然的結果であるというなら,こ

の行為はなされずに済んだ ということは不可

能になって しまうであろう。"16)道徳 において

は,行 為に対する責任すなわち帰責(Zurech-

nung)が 問題 となるが,帰 責は必然的規定性

の関係か らは成立 し得ない。ここに自由が要

請 されて くるのである。"自由は,全 ての道徳

法則 と道徳法則に関連する帰責の根底に置か

れねばならない。"17)"全ての人間は,意 志に



関 しては自由だ と考えている。 したがって行

為に関しての全ての判断に関 して次のように

いえる。すなわち,た とえその行為が生起 し

なか ったにせ よ生 起すべ きで あったの だ

と。"18)人間は常に何等かの感性的誘惑の中に

存在するのであるが,こ の誘惑に規定 される

のではなくて,い かに強い外的強制の中にお

いても道徳行為をなすべ きであ り,"なすべ き

であるが故になす ことができるのである。

("Dukanst,denndusollst.")"19)人 間が道

徳的であり得る為には人間の行為は本来強制

から自由であるとい うことが前提 されねばな

らない。自由が道徳の礎石であるというのは

このような意味で言われ るのである。

道徳 と自由はこのように深い関係にあ り,

自由あっての道徳関係 といって も過言ではな

い。しか しまだ道徳的関係の全体像が明らか

にされていない。道徳における自由の役割を

明確に把握す るためにカン トにおける道徳的

関係の構造 を簡単にみたい。カン トによると

道徳的行為は道徳的法則によるものとされる。

この法則は経験的要因から演繹されるもので

はない。経験的要因は常に相対的であ り,道

徳 は当為 を問題 とす るゆえ絶対的であるか ら

である。科学的法則が感性的経験界を基盤 と

して生れるのに対 して道徳法則は経験を超越

した形而上学的領域か ら生れ経験界を統制す

る。このような課題に取 り組んだのが 『道徳

形 而 上 学 原 論』(GrundlegungzurMeta-

physikderSitten)で あ り 『実践理性批判』

である。前者は字義通 り訳せば 『人倫の形而

上学の基礎 ゴけ』となる。20)カン トの道徳法則

といわれているものは"汝 の意志の格率が常

に同時に普遍的立法の原理 として妥当す るよ

うに行為せ よ。"21)と表現 されてい る。格率

(Maxime)と は,行 為の原則 とい う意である

が,あ る格率に従って行為す る場合,全 ての

人がこの格率に従って行為 したとして も矛盾

のないようにせよとされているのである。極

め て抽 象 的 に 表 現 さ れ て い る こ の 法 則 も,実

質 的 に は,自 己愛(Selbstliebe)で は な く愛

(Liebe)を 持 っ て行 為 す る こ と,他 人 を手 段

(Mitte1)と して 利 用 す る こ と な く人格(Per-

son)と して 尊敬(Achtung)す る こ とを 内容

と して い る。 自 己 愛 的 行 為 は全 て の 人 が行 う

な らば,自 己 自身 を害 うこ とに な り矛 盾 とな

る とい うの で あ る。22)しか し,道 徳 法 則 に行 為

が 問題 な く従 うな らば,当 為(Sollen)と い う

概 念 は生 ず るこ とは な い。 した が っ て神 に は

Sollenは 意 味 を な さ な い と さ れ る。"そ れ 故

に,神 的 な 意志,一 般 的 に神 聖 な 意 志 に とっ

て は,い か な る命 法(Imperativen)も な い。

当 為(dasSollen)は,こ こで はふ さわ し くな

い 。 何 故 な らば,意 欲(dasWollen)が それ

自 身 法 則 と必 然 的 に 一 致 して い るか ら で あ

る。"23L方 全 く道 徳 的 で あ る こ とに 対 す る可

能 性 の な い 存 在,す な わ ち 動 物 的 存 在 に も

Sollenは 意 味 を な さ な い 。人 間 は,神 的 存 在 で

あ る と同 時 に 感 性 的 束 縛 の 中 に あ る存 在 で あ

る とい う二 重 性 の 中 にSollenと い う関係 が 成

立 す るの で あ る。"人 間 存 在 は,第 一 に,感 性

的 世 界 に属 して い る限 りで は,自 然 法 則(他

律)の 下 に あ り,第 二 に,可 想 界 に 属 して い

る 限 りで は,自 然 か ら独 立 した と こ ろの 法 則

す な わ ち経 験 的 で は な く単 に理 性 の 下 に根 拠

づ け ら れ た 法 則 の 下 に あ る。"24)当 為(das

Sollen)は 義i務(Pflicht)と 同i義iと考 え る こ

どが で きるが,カ ン トは"義 務 よ!汝,・ 崇 高

に して 偉 大 な る名 よ …"("Pflicht!duer-

habenergroBerName…")25)と 述 べ 人 間 は

人 間 性 を尊 ば ね ば な らぬ とい う義 務 を持 つ と

さ れ る。そ して そ の 義 務 は,"人 間 は な るほ ど

神 聖 で は な い が,人 間 の 人 格 にお け る人 間 性

は,人 間 に と って神 聖 で な け れ ば な らぬ 。"26)

とい う根 拠 に も とつ い て い るの で あ る。 カ ン

トにお け る道 徳 法 則 とい わ れ て い る もの は,

この よ うな 人 間観 を背 景 と して成 り立 っ て い

るの で あ る。27)
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道徳的関係が成立するためには,自 由が前

提されなければならない。この道徳的関係の

正 当性の根拠はどこにあるか という疑問が発

せ られよう。 もし,道 徳的関係の正当性が確

立されるならば,そ れと離れがた く結びつい

てお り,む しろ根拠 となっている自由も又,

その正当性が確立されることになる。

道徳法則は,経 験的事実から演繹すること

はできない。 また,カ ントは道徳的関係 を神

か ら導出しようとしない。"人間は,神 の意志

に道徳 的動機 を置いてはならない。"28)とカン

トは言う。神が道徳的理念の前にあるのでは

な く,道徳的理念が神の前にある。"われわれ

は,最:高 善 としての神 の概念をどこか ら得 る

のか。まさしくそれは,理 性がア ・プ リオ リ

に道徳的完全性の概念か ら描いた ところの理

念か らに外ならない。そしてこの理念は,自

由の意志の概念 と離れがたく結びついている

のである。"29)ここでカン トの宗教論に深 く立

ちいることはできないが,カ ン トは道徳 と結

びついた神 を考えようとしているのであり,

一般的に理解 されている神の概念には批判的

である。神が道徳を欠 くならば"わ れわれに

残 された神の概念は,力 と復讐 という怖 るべ

き表象 と結びついた栄誉 と支配欲か らなるも

のであ り,そ れは道徳性 と全 く反す るところ

の倫理体 系 の根 底 .とな って しまうの であ

る。"30)とされ る。道徳が 自由によって基礎 づ

られていることは,い かなる他の原理にも根

拠づ けられないことを意味す る。もし,他 に

よって根拠づ けられるならば他律 となり自由

と反す るからである。すなわち,カ ン トは,

道徳的関係は何 ものからも演繹できない もの,

すなわち何 ものにも根拠づけ られないもの と

考える。31)

道徳的関係が何 ものからも演繹できない も

のであれば,道 徳的関係そのものを根源的な

るもの と認あ ざるを得ない。ここか ら 『実践

理 性 批 判 』に お け る理 性 の事 実(einFaktum-

derVernunft)と い う 発 言 が 生 れ る の で あ

る。 しか し,『 道 徳 形 而上 学 原 論 』の 段 階 に お

い て は,い ま だ この よ うに 断 言 す る まで に は

至 っ て い な い。"わ れ わ れ は,道 徳 性 に 関 して

の 明確 な観 点 を 自由 の 理 念 に根 拠づ け た の で

あ っ た が,こ の 自由 の 理 念 は 現 実 的 な何 もの

か と して(alsetwaswirkliches)わ れ わ れ の

本 性 に お い て 証 明 す る こ と は で き な か っ

た。"32)"し か しな が ら理 性 は,理 性 が いか に

実 践 的 で あ るか を 説 明 す る こ と を敢 え て企 て

る時,理 性 の 限 界 を踏 み 越 え る こ とに な る だ

ろ う。 この こ とは,い か に 自由 が 可 能 で あ る

か を説 明 す る問 題 に 関 して も同 じで あ る。"33)

道 徳 的 関係 や そ れ に伴 う 自 由 は,そ の 存 在 を

認 識 す る こ と は で き な い の で あ り,信

(Glauben)の 段 階 に止 ま らね ば な らな い とさ

れ る。"そ れ 故 に,全 て の 可 想 界 を ま とめ た 全

体 で あ る純 粋 悟 性 界 とい う理 念 一 わ れ わ れ も

理 性 的 存 在 者 と して(た と え 同時 に感 性 界 に

属 して い る に して も),そ の純 粋 悟 性 界 に 存 す

る の だ が 一 は,… 理 性 的 信 仰(einver-

nuftigerGlauben)の た め に 使 われ,又,そ の

ため に 許 され る の で あ る。"34)

『道 徳 形 而 上 学 原 論 』 に お い て は
,実 践 的

関 係 に お け る道 徳 法 則 と 自由 は,信 の 段 階 に

あ っ た が,『 実 践 理 性 批 判 』に お い て は,一 気

に"事 実"へ と飛 躍 し て行 く。"わ れ わ れ が 根

源 的 力 あ るい は根 源 的 能 力 ま で に行 くつ く と

き,全 て の 人 間 の 洞察 は 終 り をつ げ る。 なぜ

な ら こ れ ら を洞 察 す る こ とは 何 もの に よ っ て

も可 能 で な く又,勝 手 に な され て は な ら な い

か らで あ る。"35)と して,根 源 的 原 則 た る道徳

法 則 は 理 性 の事 実 と して 認 め る外 は な い と さ

れ るの で あ る。、"又,道 徳 的 法 則 は純 粋 理 性 の

事 実(einFaktumderreinenVernunft)と

して 与 え られ,そ れ に つ い て わ れ われ は ア プ

リオ リに 意 識 して い る。…"36)と して,道 徳 的

法 則 が理 性 の 事 実 と して 捉 え られ る こ とが 公
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言されるのである。次に,本 論のテーマであ

る自由 との関係では次のように言われる。"人

は,こ のような根本法則の意識 を理性の事実

(einFaktumderVernunft)と 名づけ るこ

とがで きる。何故なら,そ の根本法則を先行

す る理性の事象,た とえば自由の意識(こ の

自由の意識は前 もって与えられていない)か

ら引き出すことはできなく,こ の根本原則は

それ自身,ア ・プ リオリな綜合命題 としてわ

れわれに強制 されるか らである。このア ・プ

リオ リな綜合命題は,純 粋直観 あるいは経験

的直観 たるものに基礎づけられることはない。

……この法則 を理解す る'際,誤 解を避けるた

めには,次 の事 を注意 してお く必要がある。

すなわち,こ こにはいかなる経験的事実 も存

しないのであって,た だ唯一の純粋理性の事

実のみが存するのである。純粋理性はこのこ

とによって根源的に立法的(gesetzgebend)

であることが(sicvolo,sicjubeo.わ れはか

くのごとく欲 し,わ れはか くのごとく命ず)

推察されるのである。"37)ここでは,自 由 と道

徳法則の関係が問題 となっているが,道 徳法

則は 自由なしには存在 しないか らといって,

道徳法則が自由か ら演繹されるという関係は

な く,道 徳法則そのものが理性の事実 として

存在す ることが明らかにされている。当然,

自由は道徳法則の事実性 とともにその事実性

が確立 されることになる。理性は,自 由 を根

底 とす る道徳的関係 を立法す る機能 を持って

いるのであ り,こ のような理性の働 きそのも

のが理性の事実でもある。事実 とは理性の具

体的経験的対象 をいうものではないことは勿

論である。道徳肯定論者であろうが否定論者

であろうが,道 徳 を口にする以上,道 徳 とは

何か を知 っているのであり,カ ン トはこのよ

うな根源的意志たるものを理性の事実 として

いるのである。38)このことは,道徳法則は常識

(die,gemeineMenschenvernuft,das

gemeineMenschenverstand)に よって確か

め られると何度 も繰返えして説かれているこ

とにも符合する。学識的判断よりは常識によ

る判断の方がよ り確実であるとさえ言われて

いるのである。39)

理論理性において先験的なもの として立て

られた自由は,実 践的脈絡の中に意味づけ ら

れ又,"理 性の事実"に よってその事実性が確

立されることになる。『実践理性批判』はその

序文において,ま ず 自由に関する言及から始

まっている。理論理性は,因 果関係において

無条件的なるものを思考 しようとした時,先

験的 自由を立てなけねばならなか ったのであ

るが,そ れはまだ"考 えることが不可能でな

い ものとして単に蓋然的(problematisch)で

あ り,そ の概念に客観的現実性 を保証するこ

とはなかった。"40)思弁の段階では実体 のない

自由が実践的次元において現実性 を獲得す る

ようになる。 しか し,道 徳法則その ものの存

在は,自 由を前提 していたのではないか。そ

れなのに,道 徳法則によって自由の現実性が

確証 されるとは矛盾ではないかと考 えられよ

う。 このような疑問に対 してカン トは次のよ

うに答えている。"私は,自 由は道徳法則の条

件であるとしておきなが ら後の論文で,道 徳

法則は自由を意識するための条件 であるとし

たが,こ のような言い方によって,人 々が誤

って矛盾を懐かないために,次 のようなこと

を心に止めてほしい。すなわち,自 由は確に

道徳法則の存在根拠(ratio6ssendi)で ある

が,道 徳 法 則 は 自由 の 認 識 根 拠(ratio

cognoscendi)で ある。何 となれば,も し道徳

法則が,ま ずもってわれわれの理性において

明確 に考えられなかったとするならば,自 由

が存在すること(自 由はた とえ自己矛盾でな

いにしても)を 想定す る権限があるとは思わ

なかったであろう。又,い かなる自由もなけ

れば,道 徳法則は,わ れわれの中に決 っして

生 じなかったであろう。"41)すなわち,自 由が

存在しなければ道徳法則は存在 しないし,又,

一12一



道徳法則が存在 しなければ自由は認識 され得

ない。

道徳的関係は,Sollenの 論理の上に成 り立

つ ものであ り,Sollenは 自由を前提に しなけ

れば意味をなさない。 自由は,本 来的に関係

性の概念であ り,"規 定 されていない"と いう

関係性の上にSollenは 意味をな して くる。 こ

の ような意味で,自 由は道徳法則の存在根拠

といえる。 しかし,道 徳法則の存在の為 には,

自由だけが関わっているわけではない。可想

界 と感性界にまたがる人間存在そのものが道

徳関係の存在根拠であるとはいえないであろ

うか。

カン トは一方,道 徳法則は自由の認識根拠

であるというが,形 而上学対象である自由が

どのような意味で認識されるとい うのであろ

うか。カン ト自身,次 のように述べている。
"われわれは自由を直接意識す るこ とはでき

ない。何故なら自由の最初の概念は消極的な

ものだからである。又,自 由を経験か ら推論

することもできない。何故なら経験は,表 象

の法則のみを与えるからである。…"42)すなわ

ち,自 由は"直 接"意 識されることはできず,

道徳的脈絡の中でのみ意識されるというので

ある。それでは,ど のような意味合いにおい

て自由は意識 されるというのだろうか。カン

トは具体的状況に即 して次のように説明する。

自分の偽証のために罪のないものが殺される

か,偽 証 をしなければ自分が殺 されるという

状況において人はいかに対処す るかという具

体的問題 をカン トは提出 し,"彼 は,自 己の生

命 を賭す ことをなすか否かを敢えて確信はし

ないだろう。 しか し,生 命を賭す ことが可能

であることを彼は躊躇な く認めるに違いない。

彼は,彼 がなす球 きであると自覚するが故に,

なす ことができると判断するのであり,道 徳

法則が存在 しなからたならば知 られなかった

であろう自由を自己自身の中に認識するので

ある。"43)sollen-k6nnenの 関係の中で,自 由が

認識されているのであ り,こ のような意味で,

道徳法則は自由の認識根拠 なのである。

4

自由は,ま ず理論理性によって先験的理念

として立てられたものであった。理 性は綜合

を求め るが,世 界に関 しての因果関係におい

て理性的綜合 の力が働 くときに,自 由 という

理念が立てられざるを得 なかった。ここに先

験:的自由の概念が得 られる。 しかしこの自由

の概念は全 く形而上学的なものであ り,単 に

考 えられるものであ り認識され るものではな

い。ここでの自由は単に知的関心の対象でし

かない。 しかし,カ ン トはこれ を実践的関心

から把え直そうとするのである。カン ト哲学

においては,実 践的関心が中心的役割 を担っ

てお り,こ こを中心 として局面が転換 され展

開されてい くといってよい。カン トは,思 弁

理性は自由 をたてるが,そ れを認識す る展望

を絶つ としながら次のように続ける。"これに

反 して道徳的法則は,た とえそれが認識への

展望を開 くものでないにしても,感 性的世界

や理論的理性使用からは説明され得 ない事実

(Faktum)を 与えるのであり,そ の事実は純

粋悟性界を告知 し,積 極的に規定するのであ

る。…"44)"それ故に,全 ての理性能力の中で

ただ実践的能力だけが感性的世界を越 えてわ

れわれを助け,超 感性的な秩序 と関係に関 し

て認識を与えることができることが理解 され

るのである。ただし,こ の認識は,純 粋実践

理性の観点にとって必要がある限 りにおいて

のみ拡張 され るのであるが。"45)実践的観 点

が,理 論的観点においては閉ざされていた領

域を切 り開いて行 くのである。実践的観点に

おいて,理 論理性の理念的 自由は,道 徳法則

の存在根拠 とされて行 く。また,自 由の実践,

的認識の局面も開かれて くる。思弁的理性に

おける自由の所在は必ずしも人間においてで

あるとは規定 されていなかった。 しか し,実
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践的観点からすると人間は可想界 と感性界に

同時に属す るもの とされ,可 想界に自由は場

所 を与えられたのである。カテゴリーは,本

来経験的対象にのみ適用されるものであるが,

因果性のカテゴリーは実践的観点か らすると

可想界 と現象界にまたがって適用されるので

ある。"実践理性は,今 やそれ自身で思弁理性

の取 り決めに従 う必要な く,因 果性のカテゴ

リーの超感性的な対象,す なわち自由に実在

性(Realitat)を 与えるのである。(も っとも

実践的使用のための実践的概念 としてではあ

るが)そ れ故,理 論理性 では単に思考 され得

たものが事実(einFaktum)に よって確証 さ

れているのである。"46)すなわち因果性のカテ

ゴリーの適用の新たな局面 も,実 践理性にお

ける事実なのである。

『純粋理性批判』において理念は実体的構

成原理 ではな く単 に機 能的統 制原理(ein

regulativesPrinzip)で あるとされている。47)

『実践理性批判』においても同様に語 られてい

る。48)カントは理念 としての自由は認識 され

るということか ら,自 由それ 自身が実体性 を

持つ もののように考えられる危険性があると

注意す る。自由はあ くまで関係性の概念なの

であって,心 理的実体 として解釈 されてはな

らない。 カン トは自由を形而上学的観点から

解釈 し得 ない人々を嘆いて次のように述べ る。
"何 となればこれ ら多くの人々は

,い まだ自由

を人間の他の能力と同様に考えて経験的原理

の下で説明できると信 じているからである。

これ らの人々は,自 由を心理的特質 と考 えて

…感性界に属するところの存在の因果性に関

す る先験的述語(こ れが実際上問題 となって

いるのであるが)と 考えないのである。そし

て自由 という先験的概念の実在化(Realisie-

rung)に よって,道 徳的法則を媒介 した純粋

実践理性によりわれわれに生ずるところのす

ばらしい開示 を破棄 し,そ れ と共にいかなる

経験的規定根拠 ももたない道徳法則それ 自身

を破棄 してしまうのである。"49)カン トは道徳

法則 と道徳感情について次のように述べてい

る。 われわれは道徳法則に関心を持ってお り,

この関心はわれわれの心の中に何等かの感情

をもたらす。しか し,こ の感情をもって道徳

的判断としてはならない。"そして,な るほど

人は,実 際,道 徳法則に関して関心を持ち,

この関心に関 してのわれわれの中において根

底にある もの を感情 と名ずけ る。何人かの

人々は,誤 ってこの感情を道徳的判断の基準

としている。 しかし,こ の感情は,法 則が意

志に及ぼ したところの主観的結果があって,

基準のためには,理 性のみが客観的根拠を与

えるのである。"50)自由や道徳法則は,本 来,

関係性の概念である。道徳法則の実質 とされ

る愛や人格の尊厳 も関係性に外ならない。 し

かるに自由と道徳法則が両者一体 となり,人

間精神の中で生 きた働 をなす時に,そ れ 自身

に対す る何等かの感情を惹起す るであろう。

しか し,そ の感情 を自由や道徳的判断の基準

に してはならないのである。感情は相対的で

当にならないものであることは,カ ン トが『道

徳形而上学原理論』 と 『実践理性批判』の中

で一貫して強調 していることである。道徳法

則に対する尊敬以外の動機が格率 の中に入 り

込む と道徳的迷妄(moralischeSchwarme-

rei)が 生ずるとされる。51)

たしかに自由や道徳的関係 を心理的に捉え

ることは見当違いである。 しか しながらいわ

ゆる知的直観 による把捉を考 えることはでき

ないものだろうか。カント自身,理 性の事実

について言及す る際に,理 性の事実を意識 し

ている(bewuBt)あ るいは,理 性の事実は根

本 的 法 則 の 意 識(dasBewuBtseindieses

Gesetzes)と 述べている。又,道 徳法則の意

識(diesesBewuBtseindermoralischen

Gesetze)と いう表現 もある。52)カン ト自身

は,道 徳的関係 は知的直観(eineintellek-

tuelleAnschauung)に よって把えられないも

14一



の とする。カン トは,知 的直観を持つならば,

現象の全体が物 自体 としての主観の自発性に

.由来す ることが見て取れるであろうことを指

摘 した上で次のように述べ る。"直観が欠如す

るのでそれに代って道徳法則が次のような区

分 を保証する。一つは,現 象 としてのわれわ

れの行為が感性的存在 としての主観 に関係す

ること,他 の一つは,こ のような感性的存在

が,わ れわれにおける可想的存在に関係す る

ことである。 このような区分は道徳法則が保

証す るのである。[知 的直観がするのではな

い。]"53)たしかにわれわれは,物 自体における

自由の原因 と現象とのかかわ りを直観におい

て 目の当 りにす ることはできない。 しかし,

道徳的関係 というものは単に考 えられたもの

だろうか。 それならば,何 故に"理 性の事実"

とか"意 識"な どに言及する必要があったの

だろうか。カン トは"実践的認識"(praktische

Erkenntnisse)と いう表現も使っている。54)お

そちくカン トは直観(Anschauung)と いう言

葉のもつ感性的響 きを警戒 したもの と考えら

れる。 しか し,理 性の事実は知的直観によっ

て捉えられているといってよい。知的直観に

よって道徳的関係性が捉 えられるのであ り,

この関係性は理性の事実 として普遍性 を持つ

のである。知的直観 と道徳的行為 の心理的判

断 とは全 く次元を異にするものである。矢島

は 『カン トにおける自由の概念』において,
"カ ン トの実践的認識は一種 の直観 とみても

よいのではあるまいか。それはまさしく行為

的直観である。カン トはこのような意識を暗

黙め うちに承認することによって,人 間のみ

に自由を想定する理由があるとしたのであろ

う。"55)と述べている。

そもそ も自由は,理 論理性においてたてち,

れた極めて論理的 ・理念的なものであったの

であるが,こ の自由が実践的観点の下に道徳

法則の成立条件に組み込まれ ること自体,知

的直観によるものに外 ならない。厳密に述べ

るならば,『純粋理性批判』においてすでに,

可想界における自由の原因 と現象界における

結果の関係が立てられているのである。この

因果関係には"椅 子から立ち上る行為"の 例

が挙げ られている。56)この行為 は道徳的行為

とはいえない。自由は実践的脈絡の中で捉え

られる以前に人間の行為一般の中で問題にさ

れているといってよい。道徳法則は 自由の認

識根拠であるとされているが,こ の場合認識

が何 を意味す るかは,先 に述べた通 り実践的

な脈絡においてである。すなわち,人 間は道

徳的行為の主体 として自由であると認識す る

のである。ここで自由は,単 に理念的 ・先験

的自由から人間存在における自由へ と転換 し

ている。先験的な自由とは異 り,実 践的 自由

は人間存在の中に意味を持 って くる。 しか し,

ここで本来の先験的 自由の持つ意味が失われ

たわけではない。 自由は関係性の概念であっ

て,先 験的 自由の概念は純粋に関係性の意味

を担っている。ただその関係性が実践的脈絡

の中に取 り込 まれただけであり,関 係性の概

念そのものが変わったわけではない。実践的

、自由の背後には,先 験的自由が存するものと

考 えられるのである。57)

自由 を回っては種々の問題が生ずるであろ

う。本論 では触 れる こ とが なか った意志

(Wille)と 選択意志(WillkUr)の 自由との関

連の問題がある。選択意志は悪への問題 を提

出する。可想界 と感性界 とに跨っている人間

は,そ もそも不安定な関係において存在 して

いるのであるが,こ のことと自由は関連 して

いるのではなかろうか。本論においては,取

敢 えず人間が 自由であるという結論 を得たこ

とで満足したい。カントは人間が自由である

ことを実践的な脈絡の中で考 えた。 自由は実

践的脈絡から人間の中に取 り入れ られた。 し

かしなが ら人間が 自由であるということは単

に実践的にのみ意味を持つであろうか。 自由

はその本質に先験的 自由の論理 を持つ とする
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ならば,人 間が自由であるとい うことは人間

の根源的無規定性を意味す るのではないだろ

うか。このことは又,人 間存在の根源的不安

定性をも意味するのではないか。すでに道徳

的関係の上にある人間存在は,悪 をなす とい

う意味でこの不安定性 を示 しているが,人 間

は更に深いところで無規定であるど考 えられ

る。人間の不安定性は,道 徳的破局にのみに

関係す るとは思えないからである。カン トは,

道徳的脈絡か ら自由を人間存在の本質に取 り

入れたのであるが,自 由なる人間は道徳的関

わりをつ き進み更なる無規定性の深淵の中に

あることが見出されるのである。

〈注 〉

カ ン トの著 作 の 引 用 は 全 て ア カ デ ミー 版(Kant's

gesammelteSchriften,Herausgegebenvon

derKδniglichPreussischenAkademieder

Wissenschaften)に よ る。 巻 数 と頁 数 を記 す 。 尚

カ ン トの 著 作 は 次 の よ うに 略 す 。

Krv:KritikderreinenVernunft(zweiteAuf-

lage)(純 粋 理 性 批 判)

Kpv:KritikderpraktischenVernunft(実 践 理

性 批 判)

GMS:GrundlegungzurMetaphysikderSitten

(道 徳 形 而 上 学 原 論)

1)Krv,III,324.

2)Ibid.,239.

3)Ibid.,259.

4)Ibid.,236.

5)Ibid.,258.

6)Ibid.,258.

7)Ibid.,230.

8)カ ン トは 量 ・質 の観 点 か らの 統 合 を数 学 的 統

合,関 係 と様 相 か ら の 統 合 を 物 理 的 統 合 と呼

ん で い るが,"第 一 の(量 と質 の)統 合 は 常 に

同 種 間 の 統 合 を含 ん で い る。同 種 の も の の 中

で は,時 間 ・空 間 に お い て 無 制 約 者 に 対 応 す

る も の は 見 出 さ れ な い 。何 故 な ら,こ の よ う

に 時 間,空 間 的 に規 定 さ れ た もの は,再 び 時

間,空 間 に 属 さね ば な らず,常 に 制 約 さ れ ね

ば な ら な い か ら で あ る"と 述 べ る。(Kpv,V,

104.)

9)Krv,III,283.

10)Ibid.,259.

11)Ibid.,289.

12)Ibd.,310.

13)Ibd.,365.

14)Ibld.,421.

15)カ ン トはpragmatischをpraktisch(mora-

lisch)と 区 別 して 次 の よ う に い う。"幸 福 を動

機 とす る実 践 的 法 則 を私 はpragmatisch(怜

悧)と 名 づ け る。 動 機 が 幸 福 に な る こ とに 値

す る もの に外 な ら な い 場 合 は,道 徳 的(倫 理

的 法 則)と 名 づ け る"(Krv,III,523)

16)Kpv,V,95.

17)Ibid.,960.

18)G.M.S.,IV,455.

19)こ の 表 現 は実 際 上 カ ン トの 著 作 の 中 に は 見

当 た らな い 。実 践 理 性 批 判 に お い て は 次 の よ

う な表 現 が あ る 。"Erurteiltalso,daBer

etwaskann,darum,weilersichbewuBt

ist,daBeressoll…"(Kpv,V,30)Beck,L,

W.,劭 ηな`7(痂 漉46γ ρη 観so加%1尾 処

η%靦"MUnchen.1974.292頁 参 照 。

20)岩 波 文 庫 の 篠 田 英 雄 訳 で は 『道 徳 形 而 上 学 原

論 』 とな っ て い るが,理 想 社,カ ン ト全 集 の

深 作 守 文 訳 で は,『 人 倫 の 形 而 上 学 の 基 礎 づ

け 』 とな っ て い る 。

21)Kpv.,V,30.

22)拙 稿,「 カ ン トに お け る道 徳 法 則 の 意 味 」文 教

大 学 女 子 短 期 大 学 部 研 究 紀 要,第30集(1986)

参 照

23)G.M.S.,IV,414.

24)Ibid.,452.

25)Kpv.,V,86.

26)Ibid.,87.

♀7)『 単 な る嚠 生の 限 界 内 に お け る宗 教 』 で は,

人 間 存 在 に 関 し て 更 に 深 い 分 析 が 行 わ れ て

い る。 人 間 は 理 性 的 で あ る と 同 時 に 感 性 的

(動 物 的)で あ る と い う対 立 か ら,人 間 ほ 神 で

も な け れ ば 悪 魔 的 存 在(einteufliches

Wesen)で も な い 関 係 へ と深 め ら れ て い る。

(VI,35)

28)Kpv.,V,72.

29)G.M。S.,IV,408～409.

30)Ibid.,443.

31)銭 谷 秋 生,「 理 性 の 事 実 」,浜 田義 文 編 『カ ン
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32)G.M.S.,IV,448.

33)Ibid.,458～459.

34)Ibid.,462.

35)Kpv.,V,46～47.
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37)Ibid.,31.
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40)Kpv.,V,3.
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43)Ibd.,30.

44)Ibd.,43.』

45)Ibd.,106.
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47)Krv.,III,・348ff.

48)Kpv.,V.48.

49)Ibid.,94.

50)G.M.S.,IV,460.

51)Kpv.,V,85.

52)Ibid.,46.

53)Ibid.,99.

54)Ibid.,20.

55)矢 島 羊 吉 『カ ン トに お け る 自 由 の 概 念 』,福 村

出 版,1974,62頁.

56)Krv.,312.
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